
居宅介護支援重要事項説明書 

《令和7年4月１日現在》 
 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電 話 番 号  ０８３５－２２－２０２６ 

ＦＡＸ番号  ０８３５－２１－８４７９ 

担   当  田村 太、牧野 辰彦、塩田 由紀、橋村 美智子 

 

２．居宅介護支援事業所の概要 

（１）事業所の名称、所在地等 

 

事業所名 有限会社 防府ケア・サービス 

ケアプランセンター 

所在地 防府市緑町２丁目４番地２８号 

介護保険事業所番号 ３５７０６００１９１ 

サービスを提供する地域 防府市 ※ 

※上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談ください。 

 

（２）同事業所の職員体制 

 

 資格 常勤 非常勤 

管理者 － １名  

介護支援専門員 

看護師   

准看護師   

社会福祉士 2 名  

介護福祉士 名 2 名 

その他 －   

 

（３）営業時間 

 

平日 9：00 ～ 17：00 

土曜日 9：00 ～ 12：30 

※ 但し１２月３０日～１月３日、国民の祝祭日、日曜日は除く 

※ 緊急の場合は、常時受付とし対応いたします。 



３．事業の目的及び運営の方針 

（１）事業の目的 

利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立し

た日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居

宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な指定居宅

サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その

他の便宜を提供することを目的とします。 

（２）運営方針 

①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有す

る能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮して居宅介護支

援に努めます。 

②事業の実施に当たっては、利用者の心身状況やその環境に応じて利用者の

意向を尊重し適切な介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行います。 

③利用者の意志及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業

者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 

④関係市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、居宅サー

ビス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 

４． 利用料金 

（１）利用料 

要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され

るので、自己負担はありません。 

※保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、

１ヶ月につき利用料金表に基づく料金を頂き、当事業所からサービス提

供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日市町村の窓

口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。 

（２）交通費 

６のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問するための交通費(実費)が

必要です。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

① 事業所から片道おおむね１０キロメートル未満  200円 

② 事業所から片道おおむね１０キロメートル以上  300円 

③ 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に

文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けま

す。 

（３）解約料 

お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 



《利用料金表一覧》 

区分 要介護度 基本料金 

（Ⅰ） 

(40 件未満) 

要介護１・２ 10,860円／月 

要介護３・４・５ 14,110円／月 

（Ⅱ） 

(40 件以上 

60 件未満) 

要介護１・２ 5,440円／月 

要介護３・４・５ 7,040円／月 

（Ⅲ） 

（60 件以上） 

要介護１・２ 3,260円／月 

要介護３・４・５ 4,220円／月 

加算 

減算 

体制 

特定事業所集中減算 -2,000円／月 

特定事業所加算（Ⅰ） 5,190円／月 

特定事業所加算（Ⅱ） 4,210円／月 

特定事業所加算（Ⅲ） 3,230円／月 

特定事業所加算（A） 114円／月 

特定事業所医療介護連携加算 1250円／月 

個別 

初回加算 3,000円／月 

通院時情報連携加算 500円／月 

入院時連携加算（Ⅰ） 2,500円／月 

入院時連携加算（Ⅱ） 2,000円／月 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 4,500円／回 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 6,000円／回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 6,000円／回 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 7,500円／回 

退院・退所加算（Ⅲ） 9,000円／回 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円／月 

ターミナルケアマネジメント加算 4,000円／月 

中山間地域等の小規模事業所がサービスを提

供する場合 
10％ 

中山間地域等にサービスを提供する場合 ５％ 

（４）その他 

①支払方法 

料金が発生する場合、月毎の精算とし、毎月５日までに前月分の請求を致

しますので、７日以内にお支払いください。お支払いただきますと、領収

書を発行します。お支払方法は、銀行振込、郵便局振込、郵便局引落、現金

集金の中からご契約の際に選べます。 



 

５．居宅介護支援の実施概要等 

（１）居宅サービスの提供について 

①事業者は、居宅サービス計画原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

ア）利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の

置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

イ）利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居

宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用

者又はその家族に対して提供します。 

ウ）事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者

に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 

エ）事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサー

ビスの提供となるよう、指定居宅サービス等の担当者から、専門的な見

地からの意見を求めます。 

②事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師の意見を求め

ます。 

③介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービ

ス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、

内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者の同意を得ます。 

（２）サービス実施状況等の把握、評価について 

①事業者は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指

定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービ

ス計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供

されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を

行います。 

②事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用

者の状態を定期的に評価します。 

③事業者は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった

と判断した場合または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望す

る場合には、介護保険施設等に関する情報を提供します。 

（３）居宅サービス計画の変更について 

事業者が居宅サービス計画変更の必要性を認めた場合、または事業者が居

宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意

をもって居宅サービス計画の変更を、当該手順に従って実施するものとしま

す。 

 



（４）給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を

作成し、国民健康保険連合会に提出します。 

（５）要介護認定等の協力について 

①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の

変化に伴う区分変更の申請が円滑に行なわれるよう必要な協力を行います。 

②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利

用者に代わって行います。 

（６）居宅サービス計画の情報提供について 

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居

宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申出により、居宅サ

ービス計画等の情報提供に誠意をもって応じます。 

（７）その他 

①利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹

介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業

者等の選定理由について説明を求めることができます。 

②居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被

保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させて

いただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業

者にお知らせください。 

③利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速や

かに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の

更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了

する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

④利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や

連携を図ることで退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当

する介護支援専門員の名前や連絡先を病院等へ伝えてください。 

（８）居宅介護支援 サービス利用割合等について 

   当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉 

  用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 



◆サービス利用のために 

事  項 有無 備  考 

介護支援専門員の変更 ○ 変更を希望される方はお申し出

下さい。 

調査（課題把握）の方法 － 全国社会福祉協議会方式 

介護支援専門員への研修の実

施 

○ 資質の向上のため適宜実施しま

す。 

契約後、居宅サービス計画の作

成段階途中で利用者のご都合

により解約した場合の解約料 

× 無料 

 

６．通常の事業の実施地域 

山口県防府市 

 

７．秘密保持 

事業者および事業者の従事員は、正当な理由がない限り、利用者に対する居

宅サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密は漏ら

しません。 

事業者は、事業者の従事員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の

家族の秘密を漏らすことが無いよう必要な措置を講じます。 

事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の家族の同意を得ない

限り、サービス担当者会議等において、利用者又は利用者の家族の個人情報は

用いません。 

８．サービス内容に関する相談･苦情 

（１）当社の居宅介護支援に関する相談・要望・苦情等は担当介護支援相談員か

下記窓口までお申し出下さい。 

①有限会社防府ケア・サービス 

電話番号  ０８３５－２２－２０２６ 

責任者   牧野 辰彦 

担当者   田村 太、塩田 由紀 

②防府市役所 高齢福祉課 

電話番号  ０８３５－２５－２９７９ 

③山口県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

電話番号  ０８３－９９５－１０１０ 

※午前９時～午後５時まで（土日祝日を除く） 

 

  



９．緊急時および事故発生時の対応 

事業者は、現にサービスの提供を行っている時に、利用者に病状の急変が

生じた場合および事故が発生した場合には、救急治療あるいは救急病院など

に必要な措置を講じます。 

事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係るサ

ービス事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故

の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

 

10．虐待防止について  

利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため担当者を設置

し、次の措置を講じます。 

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、そ 

の結果について従業者に周知徹底を図ります。 

②虐待防止のための指針を整備します。 

③虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

また、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、市町村に通報します。 

 

11．身体拘束等の適正化について 

 身体拘束の適正化を図るために担当者を置き、定期的な委員会の開催、指針の 

整備、研修の実施に取り組みます。 

 

12. 感染症の予防及びまん延防止のための対策 

 事業所内の衛生管理や従業員の健康管理を行い、感染症の予防に努めるとと

もに、次の措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会をおおむね半年に１回以上開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図ります。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施します。 

 

16. 業務継続計画の策定等 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介  護の提供 

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じます。 



②事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施します。 

③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行います。 

 

17.第三者による評価の実施状況 

第三者による 

評価 

１ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １あり  ２なし 

２ なし 

 

 

18．当社の概要 

設立年月日   平成１２年４月１日 

名称・法人種別  有限会社 防府ケア・サービス 

 ケアプランセンター 

代表者役職・氏名  代表取締役 牧野 辰彦 

事業所所在地  防府市緑町２丁目４番２８号 

電話番号   （TEL）０８３５－２２－２０２６ 

    （FAX）０８３５－２１－８４７９ 

定款の目的に定めた事業 １．居宅介護支援事業 

    ２．訪問介護事業 

    ３．その他これに付随する業務 

営業所数   居宅介護支援事業所  １ヶ所 

    訪問介護事業所 １ヶ所 

    通所介護事業所 １ヶ所 

 

 

 

 

 

 

 

 


